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表紙

第24期定時株主総会資料
（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）

　　　　　事業報告
　　　　　　新株予約権等に関する事項
　　　　　　会社役員に関する事項
　　　　　　　　（責任限定契約の内容の概要、役員等賠償責任保険契約の内容の概要等）

　　　　　　会計監査人の状況
　　　　　　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　　　　　連結計算書類
　　　　　　連結株主資本等変動計算書
　　　　　　連結注記表

　　　　　計算書類
　　　　　　株主資本等変動計算書
　　　　　　個別注記表

（2024年10月１日から2025年９月30日まで）
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新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及
び当該体制の運用状況

新株予約権等に関する事項
　(１) 当事業年度末日において当社役員が有する新株予約権等の状況

該当事項はありません。

　(２) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

会社役員に関する事項
　(１) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外役員全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく
社外役員の損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額
としております。

　(２) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と

の間で締結しております。
①被保険者の範囲

当社及び当社子会社である株式会社ＦＰＧ証券、株式会社ＦＰＧ信託、株式会
社オンリーユーエア、株式会社ＦＰＧリアルエステート、株式会社ＡＮＤ　ＯＷ
ＮＥＲＳの取締役、監査役、執行役員、管理職従業員及び退任役員（以下「役員
等」という。）

②保険契約の内容の概要
被保険者が当社又は当社子会社の役員等としての業務につき行った行為に起因

して負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が塡補されます。ただ
し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が
違法に利益又は便宜を得たことや、法令違反を認識しながら行った行為等に起因
して損害賠償請求を受けた場合は、塡補の対象としないこととしています。なお
保険料は全額当社及び当社子会社が負担しております。

会計監査人の状況

(１) 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人

(２) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額　　　　　　　　46百万円
② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額　62百万円

（注）１. 当社の会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商
品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分
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できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。
２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの

算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計
監査人の報酬等の額について、同意の判断をいたしました。

３. 当社の重要な海外子会社であるFPG Amentum Limitedは、当社の会計監査
人と同一のネットワークに属しているErnst & Youngメンバーファームの監
査を受けております。

４. 上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬として当事業年度中に支出した
額が４百万円あります。

(３) 非監査業務の内容
　当社の子会社である株式会社ＦＰＧ証券は、会計監査人から公認会計士法第２条第１
項の業務以外の非監査業務として、顧客資産の分別管理に関する保証業務の提供を受け
ております。

(４) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が、会社法第340条第１項各号に該当する場合、監査役

全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合その

他会計監査人を解任又は不再任とするべき理由があると判断した場合、会社法第
344条第１項及び第３項に基づき、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不
再任及び新たな会計監査人の選任に関する議案の内容を決定いたします。

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(１) 業務の適正を確保するための体制の決定内容の概要

当社は、当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要な体制を整備・推進するにあたり、会社法に基づく内部統制シ
ステムの基本方針として、取締役会において以下のとおり決議しております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ) 当社は、既に定めある「ＦＰＧグループ　コンプライアンス・ポリシー」を法令

遵守及び倫理維持の基本方針とし、取締役及び使用人に周知徹底し、業務遂行上
の最重要課題のひとつとして位置づけ、その遵守及び推進を求める。

(ⅱ) 取締役会は、コンプライアンスに関する重要事項を審議するため設置する「コン
プライアンス委員会」を通じて、定期的にコンプライアンス態勢を見直し、問題
点の把握と改善に努める。

(ⅲ) 当社は、取締役及び使用人の職務の執行における法令・社内規程・規則等の遵守
状況について日常的に相互監視を行うとともに、監査役及び内部監査室は連携
し、定期的にその遵守体制の有効性の検証を行う。また、内部通報制度を設置
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し、不祥事、コンプライアンス上疑義ある行為等について通報窓口を設置し、早
期発見と是正を図る。コンプライアンス違反者に対しては、「社員就業規則」に
基づく懲戒を含め厳正に対処する。

(ⅳ) 複数名の社外取締役を置くことにより、取締役及び使用人の職務執行に対する監
督機能の強化を図る。

(ⅴ) 既に定めある「反社会的勢力への対応に関する基本方針」に基づき要領等に明文
化し周知徹底を図り、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体と
は一切の関係を遮断し、警察、弁護士等とも連携して毅然とした態度で組織的に
対応する。

(ⅵ) 金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するために「財務報告に係る内
部統制の基本方針」を制定し、財務報告に係る内部統制の整備、運用を適切に行
う。

(ⅶ) コンプライアンス統括部門を強化し、法務部との連携を図りながら、当社の事業
に適用される法令、金融庁の監督指針等の最新の内容を正確に把握し、法改正に
応じて所要の規程改定を行い、その内容を関連部署に周知徹底することにより、
法令遵守態勢を整備する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ) 取締役及び執行役員の職務の執行に際しては、既に定めある「取締役会規程」及

び「執行役員規程」に基づき取締役会議事録、執行役員会議事録等の文書（電磁
的情報を含む）・記録の作成、保存及び管理を適正に行う。

(ⅱ) 監査役及び内部監査室は連携し、定期的に情報の保存及び管理について、監査を
行う。

(ⅲ) 個人情報は、法令及び「個人情報保護基本規程」に基づき厳重かつ適切に管理す
る。

(ⅳ) 取締役及び執行役員は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集し、法令等に従
って適時かつ適切に開示する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ) リスク管理の体制については、既に定めある「ＦＰＧグループ リスクマネジメン

ト基本規程」に基づき、リスクマネジメント最高責任者の下、独立専門部署とし
てのリスクマネジメント統括部門及びリスクマネジメント委員会を設置し、全社
的なリスクマネジメント体制を総合的に整備・強化する。

(ⅱ) 当社は、業務戦略遂行に際し、取締役会が統制する範囲で事業計画達成のために
必要なリスクを適正に取ることを基本方針とする。リスク管理にあたっては、当
社におけるリスクのうち、特に経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクを
主要リスクとして把握し、その監視、評価、報告を通じて、資本の健全性を確保
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しつつ、リスクに見合った収益を安定的に計上する基盤を提供する。
(ⅲ) リスクマネジメント統括部門は、主要リスクの状況・変化等を絶えず把握・監視

するとともに、適時適切に取締役会及びリスクマネジメント委員会に報告するこ
とにより、リスクを統括的に管理する。また、主要リスクは、当社における事業
特性・リスクプロファイル等の変化を踏まえ、必要に応じて見直す。

(ⅳ) リスク管理体制・管理手法については、これを定期的にレビューし、不断の見直
し・整備を図る。

(ⅴ) 当社グループの事業に悪影響をもたらす危機（クライシス）により、当社グルー
プのブランド毀損や企業価値・信用の低下を招くようなレピュテーションリスク
の発現又はそのおそれがある場合には、「ＦＰＧグループ クライシスマネジメン
ト規程」に基づき、その被害を最小限に抑えるため事態の収拾、回復又は予防を
図る対応をとる。

(ⅵ) 自然災害、パンデミック、社会インフラ停止等の緊急災害時の対応について、
「ＦＰＧグループ緊急災害時対策規程」に基づき、行動原則及び安全確保の原則
を定め、防災計画の策定等の防災管理体制の整備及び発生時の対策本部設置等の
対応体制の整備を行う。大規模災害や新型インフルエンザの流行等の当社に著し
い損害を及ぼす事態の発生を想定し、未然に防止する。万一、当社に著しい損害
を及ぼす災害が発生した場合には対応として、事業への損害、業務の中断を最小
限にとどめるために、あらかじめ「ＦＰＧグループ事業継続計画（ＢＣＰ）」を
策定し、事業継続態勢の実効性向上を図る。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るた

め、執行役員制度を導入し、業務執行権限を法令に反しない範囲で執行役員会又
は各執行役員に委譲する。各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、取締役
会の決定に従い、規程等に定められた権限及び責任の範囲で、自己の職務を執行
する。

(ⅱ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし
て、取締役会を原則毎月開催するとともに、必要に応じて臨時に開催し、機動的
な意思決定を行い、相互に職務執行を監督する。取締役会の手続及び取締役会の
権限範囲等は、既に定めある「取締役会規程」に基づき、常に見直し改善を図
り、それに則った厳格な運営を行う。

(ⅲ) 取締役及び執行役員による効果的な業務運営を確保するため、取締役は「取締役
会規程」に基づき、また、執行役員は「執行役員規程」、「組織規程」、「職務
権限規程」及び「職務分掌規程」に基づき、職務執行に関する基本的職務・責任
権限に関する事項を明確にすることで組織の適切かつ効率的な運営を図る。
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(ⅳ) 取締役会は、当社の企業理念を定めるとともに、事業運営方針及び年度計画を策
定し、取締役及び使用人に周知徹底し、適切な経営管理に努め、取締役の職務の
執行が効率的に行われることを確保する。

(ⅴ) その他社内規程を整備することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われる
ことを確保する。

(ⅵ) 前各号の業務運営状況を把握し、改善を図るため、内部監査室による内部監査を
実施し、取締役会は、その内部監査の報告を踏まえ、毎年、これらの体制を検証
する。

(ⅶ) 取締役は、必要と認める場合は、当社の費用において、弁護士、公認会計士等の
外部の専門家から助言を受けることができる。

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ) 当社は、子会社において、当社グループの経営方針に従った適正な業務運営及び

当社による実効性のある管理が行われるよう、「関係会社管理規程」を制定し、
もって、子会社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合するこ
とを確保し、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告が適時に行われる体
制を整備する。

(ⅱ) 当社は、子会社の取締役に当社取締役又は当社使用人その他適切な人材を選任す
るとともに、子会社の財務報告の適正性を確保するための体制を整備・運用せし
め、その業務の状況を当社が監理し、もって、子会社の取締役の職務の執行が効
率的に行われることを確保する。特に、重要な事項については、当社の執行役員
会での審議又は取締役会への付議を行う。

(ⅲ) 当社は、「ＦＰＧグループ　リスクマネジメント基本規程」に基づき、子会社を
含む当社グループ全体のリスク管理を行い、子会社のリスク管理体制の整備・充
実を図る。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことの求めがあった場合には、取締

役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき使用人の人数、権限、所属する組織、
指揮命令権等について決定し、使用人の人事発令等を速やかに行う。

⑦ 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前項により設置される監査役を補助すべき使用人の独立性を確保し、監査役の使用

人に対する指示の実効性を確保するため、使用人は、監査役以外の者からの指揮命令
を受けないものとし、当該使用人の人事（異動、評価、懲戒等）に関しては、代表取
締役が監査役の同意を得た上決定する。
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⑧ 監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ) 監査役は取締役会、執行役員会及び子会社におけるそれらを含めた重要な会議に

出席し、業務執行状況の報告を受け、意見を述べることができる。
(ⅱ) 監査役には当社及び子会社の主要な稟議書その他社内の重要書類を回付し、又

は、要請があれば直ちに関係書類・資料等を提出し、閲覧に供する。
(ⅲ) 監査役は、定期的に代表取締役との監査役監査の環境整備の状況及び監査上の重

要課題等に関する意見交換会を開催するほか、必要に応じて当社の他の取締役及
び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人からその業務及び財産の状況
等に関する報告・説明を受けることができる。

(ⅳ) 当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人は、当
社又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、法令又は定款に違反
する事項又は著しく不当な事項を発見したときは、直ちに監査役に報告する。

(ⅴ) 監査役は、内部監査室の監査報告を受ける。
(ⅵ) 前各号に定める他、当社は、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監

査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、当社の監査役に報告をす
るための体制を確保するため、当社及び子会社の関係社内規程において報告の仕
組みを整備する。

(ⅶ) 当社は、本項の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受け
ないことを確保するため、当社及び子会社の関係社内規程にその旨明記する。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について会社法第388条に基づき費用の前払若し
くは償還又は債務の弁済の請求をしたときは、その職務の執行に必要でないと認め
る場合を除き、速やかに支払う。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 取締役及び執行役員は、監査役の職責、心構え、監査体制、監査にあたっての基

準、行動指針等を明確にした「監査役監査基準」及び毎年策定する監査計画書を
熟知するとともに、監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、また、監査役監
査の環境整備、実効性確保に努める。

(ⅱ) 監査役が必要と認めたときは、代表取締役等と協議の上、特定の事項について、
内部監査室に監査の協力を求めることができる。また、監査役は、各部室店所に
対しても、随時必要に応じ、監査への協力を求めることができる。

(ⅲ) 代表取締役は、監査役が、子会社の監査役と連携した監査の実施、子会社への監
査結果の報告、子会社の代表者との意見交換等を行うよう努める。
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新株予約権等に関する事項、会社役員に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及
び当該体制の運用状況

(ⅳ) 監査役は、会計監査人と、両者の監査業務の品質及び効率を高めるため、相互協
議に基づき、情報・意見交換等の緊密な連携を図る。また、監査役、会計監査人
及び内部監査室との間で、三様監査連絡会を開催する。

(ⅴ) 監査役は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の外
部の専門家から助言を受けることができる。なお、これに伴い生ずる費用又は債
務の処理は、前項に定める方針に従う。

(２) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、「内部統制システムの基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を

確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における
運用状況の概要は以下のとおりである。

当社は、「コンプライアンス基本規程」に基づき、コンプライアンス委員会を当
連結会計年度に２回開催し、法令・社内規程等の遵守状況を審議した上で、必要に
応じて、コンプライアンス態勢を見直した。また、「ＦＰＧグループ　リスクマネ
ジメント基本規程」に基づき、子会社を含む当社グループのリスクの把握・監視・
評価を行い、その管理及びリスク低減に努めた。

当社の取締役会は、社外取締役５名を含む取締役７名で構成し、監査役３名も出
席した上で開催し、取締役の職務執行を監督した。また、取締役会は、執行役員を
選任し、各執行役員は、代表取締役の指揮・監督の下、各自の権限及び責任の範囲
で、職務を執行した。

子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項を当社取締役会
において審議し、子会社の適正な業務運営及び当社による実効性のある管理の実現
に努めた。

内部監査室は、取締役会の承認を受けた内部監査計画に基づき、内部管理態勢の
有効性・適切性について、各部室店を対象とする監査を実施し、その結果及び改善
状況等を、取締役会及び監査役に報告した。

監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、月１回の定時監査役会に加えて適
宜臨時監査役会を開催し監査役間の情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な
場合は提言の取りまとめを行った。さらに、取締役会に出席するとともに、取締
役・執行役員その他使用人と対話を行い、内部監査室・会計監査人と連携し、取締
役及び使用人の職務の執行状況を監査した。

常勤監査役は、主要な稟議書の回付を受け取締役及び使用人の職務の執行状況を
監査するとともに、コンプライアンス委員会等の重要会議に出席し必要な場合は意
見を述べた。
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連結株主資本等変動計算書

（ 自　2024年10月 1 日
至　2025年 9 月30日 ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 3,095 2,671 49,151 △1,871 53,047
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △12,361 △12,361
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 18,156 18,156

自 己 株 式 の 取 得 △2,100 △2,100
自 己 株 式 の 処 分 1 46 47
自 己 株 式 の 消 却 △3,747 3,747 －
利益剰余金から資本剰余金への振替 3,746 △3,746 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計 － － 2,048 1,693 3,742
当 期 末 残 高 3,095 2,671 51,200 △177 56,789

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分

純 資 産
合 計その他有価証券

評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 1 158 159 122 53,329
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △12,361
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 18,156

自 己 株 式 の 取 得 △2,100
自 己 株 式 の 処 分 47
自 己 株 式 の 消 却 －
利益剰余金から資本剰余金への振替 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 35 76 112 2 114

当 期 変 動 額 合 計 35 76 112 2 3,857
当 期 末 残 高 36 234 271 125 57,186

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表①

連　結　注　記　表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

連結子会社の数　　　　　　　９社
主な連結子会社の名称　　　　株式会社ＦＰＧ証券

FPG Amentum Limited
AMENTUM ALPHA LIMITED
株式会社ＦＰＧ信託
株式会社オンリーユーエア
株式会社ＦＰＧリアルエステート
株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥＲＳ
合同会社Ｆｂｉｔ第１号
その他１社

（連結の範囲の変更）
2024年10月にAMENTUM ALPHA LIMITEDを、2025年４月に合同会社Ｆｂｉｔ

第１号をそれぞれ新たに設立したことに伴い、当連結会計年度より、両社を連結の範囲
に加えております。

②　非連結子会社の状況
主要な非連結子会社の名称　　株式会社ＡＬＩＰ第１号等944社
連結の範囲から除いた理由

匿名組合事業の営業者である子会社については、その事業の損益及び収支が実質的に
当社及び当社の子会社に帰属しないかあるいは軽微なため、会社計算規則第63条第１項
第２号により、海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとして利用する子会社に
ついては、支配が一時的であるため、会社計算規則第63条第１項第１号により、それぞ
れ連結の範囲から除外しております。また、それ以外の子会社についてはいずれも小規
模であり各社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等は、いずれも、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないことから、
連結の範囲から除外しております。

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法適用の関連会社の数　　３社
持分法適用の関連会社の名称　FPG Asset & Investment Management B.V.

FPG Asset & Investment Management Asia Pte. Ltd.
FPG AIM Americas Inc.
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連結注記表①

②　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
主要な会社の名称　　　　　　株式会社ＡＬＩＰ第１号等 944社
持分法を適用しない理由

匿名組合事業の営業者である子会社については、その事業の損益及び収支が実質的に
当社及び当社の子会社に帰属しないかあるいは軽微なため、会社計算規則第69条第１項
第２号により、海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとして利用する子会社に
ついては、財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であるため、会社計算規則
第69条第１項第１号により、それぞれ持分法の適用範囲から除外しております。またそ
れ以外の子会社についてはいずれも小規模であり各社の当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも、連結計算書類に重要な影響を及ぼ
していないことから、持分法の適用範囲から除外しております。

⑶　開示対象特別目的会社
該当事項はありません。

⑷　連結子会社及び持分法適用関連会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、株式会社ＦＰＧ証券、株式会社ＦＰＧ信託、株式会社オンリーユー

エア及び合同会社Ｆｂｉｔ第１号の４社の決算日は３月31日、株式会社ＡＮＤ　ＯＷＮＥ
ＲＳの決算日は８月31日、株式会社ＦＰＧリアルエステート、FPG Amentum Limited
及びAMENTUM ALPHA LIMITEDの決算日は12月31日、その他１社の決算日は９月
30日であります。連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に
基づく計算書類を使用しております。
　持分法適用関連会社の決算日は、12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっ
ては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

⑸　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
(ⅰ) 子会社株式（持分法非適用の非連結子会社株式）

 移動平均法による原価法を採用しております。

(ⅱ) その他有価証券
市場価格のない株式等　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
以外のもの                  売却原価は移動平均法により算定）によっております。

市場価格のない株式等　移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．営業投資有価証券
(ⅰ) その他営業投資有価証券

市場価格のない株式等　 移動平均法による原価法を採用しております。

(ⅱ) 投資事業組合出資金等
投資事業組合への出資金は、投資事業組合財産の持分相当額を流動資産の「営業
投資有価証券」として計上しております。投資事業組合への出資金額を「営業投
資有価証券」に計上し、投資事業組合が獲得した純損益及びその他有価証券評価
差額金のうち、持分相当額を営業損益及びその他有価証券評価差額金として「営
業投資有価証券」に加減しております。
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連結注記表①

ハ．棚卸資産
商品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法により算定）を採用しております。

貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

ニ．デリバティブ
時価法を採用しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

主として定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については定額法、航空機は主に定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び建物附属設備  ６～18 年
工具、器具及び備品　  ２～15 年
航空機　　　　　　　  ２～15 年

ロ．無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づいて償却しております。

③　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為
替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差
額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

④　引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計
上することとしております。

 ロ．賞与引当金
従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上し

ております。

⑤　退職給付に係る会計処理の方法
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しておりま
す。
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連結注記表①

⑥　重要な収益及び費用の計上基準
 　収益認識に関する計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な
履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）
は以下のとおりであります。

イ．リースファンド事業
当社は、匿名組合方式又は任意組合方式、金銭の信託方式によるオペレーティン

グ・リース事業案件の組成及び管理並びに投資家への匿名組合出資持分・任意組合
出資持分・信託受益権・受益証券発行信託の受益証券の販売を行うことで、手数料
等の収益を得ております。

当社が提供するオペレーティング・リース事業案件は、主に匿名組合方式、金銭
の信託方式であります。

匿名組合方式の場合、匿名組合の営業者となる子会社（特別目的会社）におい
て、リース物件を取得し、オペレーティング・リース事業を行います。当社は当該
リース事業に係る匿名組合出資持分の私募の取扱いを行うほか、リース開始時点
で、当社が一時的に立替取得し、（連結）貸借対照表の「商品出資金」に計上する
とともに、当該匿名組合出資持分を投資家に譲渡します。

金銭の信託方式の場合、当社が信託の受託者である株式会社ＦＰＧ信託に金銭を
信託し、同社は、特定金外信託契約に基づき、当社が信託した金銭をもってリース
物件（航空機）を取得し、オペレーティング・リース事業を行います。当社は、当
該特定金外信託契約に係る信託受益権の未販売相当額を、「金銭の信託（組成用航
空機）」として、（連結）貸借対照表に計上し、投資家に譲渡いたします。

当社が、投資家に、匿名組合出資持分又は信託受益権を譲渡することで、オペレ
ーティング・リース事業の損益等が投資家に帰属することになります。従って、当
社は、オペレーティング・リース事業の案件を組成し、当該リース事業に係る匿名
組合出資持分又は信託受益権を投資家に販売することを履行義務として識別し、こ
れらの販売時点で履行義務が充足されたと判断し、販売等に関する手数料を収益と
して認識しております。管理については、契約で定める一定期間にわたり履行義務
が充足されると判断されることから、時の経過に応じて管理に関する手数料を収益
として認識しております。
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ロ．国内不動産ファンド事業
国内不動産を対象とした株式会社ＦＰＧ信託の信託機能を活用した不動産小口化

商品を投資家に提供しております。
当該商品については、当社が取得した対象不動産を株式会社ＦＰＧ信託に信託

し、その信託受益権を投資家に譲渡することで、対象不動産から生じる損益等が、
受益者である投資家に帰属する仕組みであります。当社は、対象不動産の取得及び
信託受益権の投資家への譲渡、運用指図を含む一連の業務を通じて、収益を得てお
ります。

当社及び当社子会社は、信託受益権を投資家に譲渡した時点で、対象不動産の損
益等が投資家に帰属することから、信託受益権を投資家に販売することを履行義務
とし、これらの販売時点で、履行義務が充足されたと判断し、信託受益権の譲渡価
額を収益として認識しております。また、管理については、契約で定める一定期間
にわたり履行義務が充足されると判断されることから、時の経過に応じて管理に関
する手数料を収益として認識しております。

ハ．海外不動産ファンド事業
海外不動産を対象とした集団投資事業案件を投資家に提供しております。当該案

件については、海外不動産を保有し賃貸する事業案件への投資を行う任意組合の組
成及び管理並びに投資家への任意組合出資持分の販売を行うことで、当社及び当社
子会社は手数料を得ております。

当社及び当社子会社は、任意組合出資持分を投資家に譲渡した時点で、賃貸事業
の損益等が投資家に帰属することから、任意組合出資持分を投資家に販売すること
を履行義務とし、これらの販売時点で履行義務が充足されたと判断し、手数料を収
益として認識しております。また、管理については、契約で定める一定期間にわた
り履行義務が充足されると判断されることから、時の経過に応じて管理に関する手
数料を収益として認識しております。

⑦　のれんの償却方法及び償却期間
20年間の定額法による償却を行っております。

⑧　その他連結計算書類作成のための重要な事項
 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

 イ．商品出資金の会計処理
当社及び当社の子会社は匿名組合出資持分及び任意組合出資持分を「商品出資金」

として計上しております。子会社（特別目的会社）が行うオペレーティング・リース
事業の組成時に、当社及び当社の子会社が立て替えた金額を「商品出資金」に計上
し、投資家に出資持分を譲渡した場合には、「商品出資金」を減額し、対応する手数
料を売上高に計上しております。
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 ロ．金銭の信託（組成用航空機）の会計処理
当社が組成する信託機能を活用した航空機リース事業案件は、信託の受託者である

株式会社ＦＰＧ信託が、特定金外信託契約に基づき、当社が信託した金銭をもってリ
ース物件（航空機）を取得し、オペレーティング・リース事業を行うところ、当初委
託者兼受益者たる当社は、当該特定金外信託契約に係る信託受益権を投資家に譲渡す
るものであり、当社は、この法的実態に鑑み、未販売の当該信託受益権相当額を「金
銭の信託（組成用航空機）」に計上しております。当該信託受益権を投資家に譲渡し
た場合には、「金銭の信託（組成用航空機）」を減額し、対応する手数料を売上高に
計上しております。

ハ. 組成用不動産の会計処理
当社は、不動産小口化商品を組成し、投資家に販売する目的で取得した不動産（不

動産信託受益権を含む。）を「組成用不動産」として計上しております。投資家に当
該不動産にかかる信託受益権を譲渡した際に「組成用不動産」を減額するとともに、
不動産信託受益権の売買価額相当額を売上高に計上しております。

2.  会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28
日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しておりま
す。
　法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年
改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指
針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、
当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
　また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる
場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指
針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、
前連結会計年度については遡及適用後の連結計算書類となっております。なお、当該会計方
針の変更による前連結会計年度の連結計算書類への影響はありません。
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連結注記表②連結貸借対照表に関する注記以降

⑴　有形固定資産の減価償却累計額 1,062百万円

コミットメントライン及び
当座貸越極度額の総額 148,600百万円

借入実行残高  17,254百万円
差引額 131,346百万円

コミットメントライン総額 ４百万米ドル
貸出実行残高  －百万米ドル
差引額 ４百万米ドル

3．連結貸借対照表に関する注記

⑵　担保提供資産及び担保付債務
関係会社株式7百万円は、関係会社の銀行借入金又はリース債務の物上保証に供してお

ります。
なお、「敷金及び保証金」のうち110百万円を、国内不動産ファンド事業を行うため、

宅地建物取引業法に基づき、法務局に供託しており、「敷金及び保証金」のうち25百万円
を、信託業法に基づき、法務局に供託しております。

また、「有価証券」のうち302百万円は、海外不動産ファンド事業において、投資ビー
クルとして利用している任意組合の出資先であるリミテッドパートナーシップのノンリコ
ースローンの保証人として、指定された金融機関に預託しております。

⑶　コミットメントライン契約等

　　(借手側)
当社グループは、主にリースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産フ

ァンド事業における案件組成資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメント
ライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度
末の借入未実行残高等は以下のとおりであります。

なお、上記契約のうちコミットメントライン及び当座貸越極度額の総額117,900百万円
及び借入実行残高10,454百万円には、財務制限条項が付されております。詳細は、
「３．連結貸借対照表に関する注記　(4)財務制限条項」をご参照ください。

　　(貸手側)
当社は、海外不動産ファンド事業において投資ビークルとして利用している任意組合と

の間で、貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における
貸出コミットメントライン契約に係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。
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連結注記表②連結貸借対照表に関する注記以降

(4)　財務制限条項

　当社グループの借入金（短期借入金及び長期借入金）25,954百万円について、以下の財
務制限条項が付されております。
①対象となる借入金残高　1,852百万円
【純資産基準】
　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、契約締結の前事業年度末日（2024年９
月30日）の連結貸借対照表の純資産額の75％に相当する金額以上に維持すること。
【経常損益基準】
　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

②対象となる借入金残高　3,000百万円
【純資産基準】
　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日の連結
貸借対照表の純資産額の75％に相当する金額以上に維持すること。
【経常損益基準】
　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

③対象となる借入金残高　16,702百万円
【純資産基準】
　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契
約締結の前事業年度末日（2024年９月30日）の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大き
い方の75％に相当する金額以上に維持すること。
【経常損益基準】
　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

④対象となる借入金残高　500百万円
【純資産基準】
　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契
約締結の前事業年度末日（2018年９月30日）の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大き
い方の75％に相当する金額以上に維持すること。
【経常損益基準】
　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を損失としないこと。

⑤対象となる借入金残高　3,900百万円
【純資産基準】
　各事業年度末日の連結貸借対照表の純資産額を、各事業年度の直前事業年度末日又は契
約締結の前事業年度末日（2024年９月30日）の連結貸借対照表の純資産額のいずれか大き
い方の75％に相当する金額以上に維持すること。
【経常損益基準】
　各事業年度末日を基準とする連結損益計算書における経常損益を２期連続して損失とし
ないこと。
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連結注記表②連結貸借対照表に関する注記以降

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首
株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 85,403,600株 －株 1,600,000株 83,803,600株

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度 期 首
株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 862,189株 825,442株 1,617,350株 70,281株

決　　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年12月20日
定 時 株 主 総 会 普通株式 6,894 81.55 2024年９月30日 2024年12月23日

2025年４月28日
取 締 役 会 普通株式 5,467 65.20 2025年３月31日 2025年６月３日

決議（予定） 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2025年12月23日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 5,459 65.20 2025年

９月30日
2025年

12月24日

4．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）減少株式数1,600,000株は、すべて自己株式の消却によるものであります。

⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）増加株式数825,442株は、市場買付によるものが825,400株、単元未満株式の買取に
よるものが42株であります。減少株式数1,617,350株は、自己株式の消却によるもの
が1,600,000株、譲渡制限付き株式報酬としての自己株式の処分によるものが17,350
株であります。

⑶　配当に関する事項
① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの

⑷　当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

5．金融商品に関する注記
(1)　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
当社は、リースファンド事業において、主に匿名組合方式又は任意組合方式、金銭の信

託方式によるオペレーティング・リース事業の案件組成、匿名組合出資持分又は任意組合
出資持分、信託受益権の譲渡を行っております。

匿名組合方式又は任意組合方式については、投資家に譲渡するまで一時的に当社及び当社
子会社が保有する場合、当該持分を「商品出資金」として連結貸借対照表に計上していま
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す。金銭の信託方式により組成した信託受益権については、その未販売相当額を「金銭の信
託（組成用航空機）」として、連結貸借対照表に計上しています。海外不動産ファンド事業
においては、任意組合方式により投資持分を組成しており、投資家に譲渡するまで一時的に
当社及び当社子会社が保有する場合、当該持分を「商品出資金」として連結貸借対照表に計
上しています。

当社は、リースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事業の遂
行に必要な資金について、自己資金による他、金融機関から円建又は外貨建で借入れを行っ
ております。また、当社は効率的に案件組成資金を調達するため、金融機関との間で、コミ
ットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における資金調
達枠の総額は、148,600百万円（借入金の実行残高は17,254百万円）であります。

一時的な余資については、主に流動性の高い金融資産で運用しております。また、デリバ
ティブ取引は、為替リスクを軽減するため、為替予約又は通貨関連デリバティブ取引を行う
場合があります。なお、当社グループは、投機的なデリバティブ取引は行わない方針であり
ます。

②　金融商品の内容及びそのリスク
商品出資金及び金銭の信託（組成用航空機）の内容については①に記載のとおりです。ま

たリスクについては、主として為替変動リスク及びリース物件価額の変動による市場リスク
に晒されております。

有価証券は、その他有価証券として保有している外貨建MMＦで、海外不動産投資商品の
組成の一環として取得したものであります。これは、安全性の高い金融商品でありますが、
為替変動リスクに晒されております。

未払法人税等については、１年以内の支払期日で、流動性リスクに晒されております。
借入金については、流動性リスクに晒されております。また、借入金について、金利の変

動リスクに加えて、外貨建借入の場合は、為替変動リスクに晒されております。
また、デリバティブ取引は、主として為替変動リスク、信用リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
（ⅰ）信用リスク

取引金融機関は、投資適格以上の格付を有する金融機関に限定しております。
（ⅱ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）

リース物件価額の変動による市場リスクは、当社グループが当該リスクを負担すること
がないよう短期間での匿名組合出資持分又は任意組合出資持分、信託受益権の譲渡に努め
ております。

為替リスクにつきましては、担当部署で、為替の変動状況を予測し、必要に応じて、デ
リバティブ取引を実施することで、為替リスクを減殺します。

借入金の金利変動リスクは、財務部が、金利動向を注視し、必要に応じて対策を図るこ
ととしております。
（ⅲ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）

各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、
手元流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
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連結注記表②連結貸借対照表に関する注記以降

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

有価証券 327 327 ―

投資有価証券 1 1 ―

資産計 328 328 ―

長期借入金（※３） 32,137 31,687 △449

負債計 32,137 31,687 △449
デリバティブ取引（※４）
ヘッジ会計が適用されていないもの △25 △25 ―

デリバティブ取引計 △25 △25 ―

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
（ 百 万 円 ）

商 品 出 資 金
　 組 合 出 資 金 51,940
営 業 投 資 有 価 証 券
　 非 上 場 株 式 106
　 組 合 出 資 金 682
有 価 証 券 1
関 係 会 社 株 式 及 び
関 係 会 社 出 資 金 2,294

投 資 有 価 証 券 83

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれます。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいる
ため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（※）1．「現金及び預金」「金銭の信託(組成用航空機)」「短期借入金」「未払法人税
等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に一致若しくは近似するものであることから、記載を省略しております。

2．市場価格のない株式等は、上記表中には含まれておりません。
　　当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

商品出資金は、当社及び当社子会社が投資家に譲渡することを前提に一時的に
匿名組合出資持分又は任意組合出資持分を立替取得した場合の権利であり、営業
投資有価証券は、非上場株式及び投資事業有限責任組合への出資であり、有価証
券は受益証券発行信託の受益証券であり、関係会社株式及び関係会社出資金は、
非上場の子会社及び関連会社に係るものであり、投資有価証券は非上場の合同会
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連結注記表②連結貸借対照表に関する注記以降

１ 年 以 内
（ 百 万 円 ）

１年超５年以内
（ 百 万 円 ）

５年超10年以内
（ 百 万 円 ）

1 0 年 超
（ 百 万 円 ）

現 金 及 び 預 金 14,321 － － －
合 計 14,321 － － －

１ 年 以 内
( 百 万 円 )

１ 年 超
２ 年 以 内
( 百 万 円 )

２ 年 超
３ 年 以 内
( 百 万 円 )

３ 年 超
４ 年 以 内
( 百 万 円 )

４ 年 超
５ 年 以 内
( 百 万 円 )

５ 年 超
( 百 万 円 )

長期借入金（※） 4,992 5,384 4,022 16,909 618 211
合 計 4,992 5,384 4,022 16,909 618 211

社に対する出資金、非上場の元本保証型債券等であります。
なお、営業投資有価証券における連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上す

る組合等への出資は、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第 31 号 2021年６月17日）第24-16項に定める取扱いに基づき、時
価開示の対象とはしておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額は682百万
円であります。

3．１年内返済予定分を含めております。
4．デリバティブ取引は、発生した正味の債権・債務を純額で表示しております。

（注）1．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（注）2．長期借入金の連結決算日後の返済予定額

（※）１年内返済予定分を含めております。

(3)　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。
レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相
場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプッ
ト以外の時価の算定に関わるインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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連結注記表②連結貸借対照表に関する注記以降

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券(※１) － 327 － 327

投資有価証券(※１) 1 － － 1

資産計 1 327 － 328
デリバティブ取引(※２)
ヘッジ会計が適用されていないもの － △25 － △25

デリバティブ取引計 － △25 － △25

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金(※３) － 31,687 － 31,687

負債計 － 31,687 － 31,687

    ① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

  ② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（※）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
1．有価証券及び投資有価証券
        上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引
      されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
　　　外貨建MMＦは取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、
　　レベル２の時価に分類しております。
2.  デリバティブ取引

　為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算出しており、
レベル２の時価に分類しております。

3．長期借入金(１年内返済予定分を含めております。)
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定され
る利率で割り引いた割引現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類して
おります。
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連結注記表②連結貸借対照表に関する注記以降

報告セグメント
その他 合計リース

ファンド事業
国内不動産

ファンド事業
海外不動産

ファンド事業 計

 顧客との契約から

 生じる収益
29,060 95,988 3,376 128,425 311 128,737

 その他の収益 781 － 139 921 105 1,026

 外部顧客への売上高 29,842 95,988 3,516 129,346 417 129,764

当連結会計年度

期首残高 期末残高

 顧客との契約から生じた債権 709 618

 契約負債 16,994 6,449

6．収益認識に関する注記
(１) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円)

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない「Ｍ＆Ａ事業」、「プライベートエ
クイティ事業」、「航空事業」及び「共同保有プラットフォーム事業」セグメント等であ
ります。

2．その他の収益は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月
31日）の適用範囲外から生じた収益であります。

(２) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の
作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(5)会計方針に関する事項　⑥重要な収
益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(３) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①顧客との契約から生じた債権、契約負債の残高等

（単位：百万円)

　契約負債は、リースファンド事業及び海外不動産ファンド事業に係る前受手数料として、
履行義務充足前に対価を受領したものであり、収益の認識に伴い取り崩しております。契約
負債の減少要因は、主として前受手数料の減少によるものです。
　当連結会計年度に認識した収益のうち、当連結会計年度期首の契約負債残高に含まれてい
たものは、16,429百万円であります。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足し
た履行義務から認識した収益の金額に重要性はありません。

－ 22 －



2025/11/18 16:53:47 / 25267036_株式会社ＦＰＧ_招集通知

連結注記表②連結貸借対照表に関する注記以降

⑴　１株当たり純資産額 681円46銭
⑵　１株当たり当期純利益 216円18銭

② 残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、当初に予想される契約期間が１年以内の契約及び請求する権利
を有している金額で収益を認識する契約については、実務上の便法を適用し注記を省略して
おります。実務上の便法を適用し注記を省略した取引を除き、残存履行義務に配分した取引
価格の総額に重要性はありません。

7．開示対象特別目的会社に関する注記
該当事項はありません。

8．１株当たり情報に関する注記

9．その他の注記
　　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

（ 自　2024年10月 1 日
至　2025年 9 月30日 ）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他
利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,095 3,045 － 3,045 1 49,965 49,966 △1,871 54,236
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △12,361 △12,361 △12,361
当 期 純 利 益 18,305 18,305 18,305
自 己 株 式 の
取 得 △2,100 △2,100
自 己 株 式 の
処 分 1 1 46 47
自 己 株 式 の
消 却 △3,747 △3,747 3,747 －
利益剰余金から
資本剰余金への
振 替

3,746 3,746 △3,746 △3,746 －

株主資本以外の
項 目 の
当期変動額(純額)
当 期 変 動 額
合 計 － － － － － 2,197 2,197 1,693 3,890

当 期 末 残 高 3,095 3,045 － 3,045 1 52,162 52,163 △177 58,127

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 1 1 54,238

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △12,361

当 期 純 利 益 18,305
自 己 株 式 の
取 得 △2,100
自 己 株 式 の
処 分 47
自 己 株 式 の
消 却 －
利 益 剰 余 金 か ら
資 本 剰 余 金 へ の 振 替 －
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 35 35 35

当 期 変 動 額 合 計 35 35 3,926
当 期 末 残 高 36 36 58,164

株主資本等変動計算書
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個別注記表①

個　別　注　記　表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　①有価証券の評価基準及び評価方法

　子会社株式及び関連会社株式  移動平均法による原価法を採用しております。

②営業投資有価証券の評価基準及び評価方法
その他営業投資有価証券
　市場価格のない株式等　    移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業組合出資金等
　投資事業組合への出資金は、投資事業組合財産の持分相当額を流動資産の「営業投資
有価証券」として計上しております。投資事業組合への出資金額を「営業投資有価証
券」に計上し、投資事業組合が獲得した純損益及びその他有価証券評価差額金のうち、
持分相当額を営業損益及びその他有価証券評価差額金として「営業投資有価証券」に加
減しております。

⑵　デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ

時価法を採用しております。

⑶　棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定）を採用しております。

⑷　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

主として定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物
附属設備については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備　　　 ６～18年
工具、器具及び備品 ４～15年

②　無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

⑸　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。
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個別注記表①

⑹　引当金の計上基準
①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。

②賞与引当金
従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上してお

ります。

⑺　重要な収益及び費用の計上基準
収益認識に関する計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及
び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであ
ります。
①　リースファンド事業

当社は、オペレーティング・リース事業案件の組成及び管理並びに投資家への匿名組
合出資持分・任意組合出資持分・信託受益権・受益証券発行信託の受益証券の販売を行
うことで、手数料等の収益を得ております。

当社が提供するオペレーティング・リース事業案件は、主に匿名組合方式及び金銭の
信託方式であります。

匿名組合方式の場合、匿名組合の営業者となる子会社（特別目的会社）において、リ
ース物件を取得し、オペレーティング・リース事業を行います。当社は当該リース事業
に係る匿名組合出資持分の私募の取扱いを行うほか、リース開始時点で、当社が一時的
に立替取得し、貸借対照表の「商品出資金」に計上するとともに、当該匿名組合出資持
分を投資家に譲渡します。

金銭の信託方式の場合、当社が信託の受託者である株式会社ＦＰＧ信託に金銭を信託
し、同社は、特定金外信託契約に基づき、当社が信託した金銭をもってリース物件（航
空機）を取得し、オペレーティング・リース事業を行います。当社は、当該特定金外信
託契約に係る信託受益権の未販売相当額を、「金銭の信託（組成用航空機）」として、
貸借対照表に計上し、投資家に譲渡いたします。

当社が、投資家に、匿名組合出資持分又は信託受益権を譲渡することで、オペレーテ
ィング・リース事業の損益等が投資家に帰属することになります。従って、当社は、オ
ペレーティング・リース事業の案件を組成し、当該リース事業に係る匿名組合出資持分
又は信託受益権を投資家に販売することを履行義務として識別し、これらの販売時点で
履行義務が充足されたと判断し、販売等に関する手数料を収益として認識しておりま
す。管理については、契約で定める一定期間にわたり履行義務が充足されると判断され
ることから、時の経過に応じて管理に関する手数料を収益として認識しております。
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個別注記表①

②　国内不動産ファンド事業
 国内不動産を対象とした株式会社ＦＰＧ信託の信託機能を活用した不動産小口化商品

を投資家に提供しております。
 　当該商品については、当社が取得した対象不動産を株式会社ＦＰＧ信託に信託し、そ     
の信託受益権を投資家に譲渡することで、対象不動産から生じる損益等が、受益者であ
る投資家に帰属する仕組みであります。当社は、対象不動産の取得及び信託受益権の投
資家への譲渡、運用指図を含む一連の業務を通じて、収益を得ております。

       当社は、信託受益権を投資家に譲渡した時点で、対象不動産の損益等が投資家に帰属
することから、信託受益権を投資家に販売することを履行義務とし、これらの販売時点
で、履行義務が充足されたと判断し、信託受益権の譲渡価額を収益として認識しており
ます。また、管理については、契約で定める一定期間にわたり履行義務が充足されると
判断されることから、時の経過に応じて管理に関する手数料を収益として認識しており
ます。

③　海外不動産ファンド事業
        海外不動産を対象とした集団投資事業案件を投資家に提供しております。当該案件に

ついては、海外不動産を保有し賃貸する事業案件への投資を行う任意組合の組成及び管
理並びに投資家への任意組合出資持分の販売を行うことで、当社は手数料を得ておりま
す。

　　 当社は、任意組合出資持分を投資家に譲渡した時点で、賃貸事業の損益等が投資家に
帰属することから、任意組合出資持分を投資家に販売することを履行義務とし、これら
の販売時点で履行義務が充足されたと判断し、手数料を収益として認識しております。
また、管理については、契約で定める一定期間にわたり履行義務が充足されると判断さ
れることから、時の経過に応じて管理に関する手数料を収益として認識しております。

⑻　関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
①　商品出資金の会計処理

当社は匿名組合出資持分を「商品出資金」として計上しております。子会社（特別目
的会社）が行うオペレーティング・リース事業の組成時に、当社が立替えた金額を「商
品出資金」に計上し、投資家に出資持分を譲渡した場合には、「商品出資金」を減額
し、対応する手数料を売上高に計上しております。

②　金銭の信託（組成用航空機）の会計処理
当社が組成する信託機能を活用した航空機リース事業案件は、信託の受託者である株

式会社ＦＰＧ信託が、特定金外信託契約に基づき、当社が信託した金銭をもってリース
物件（航空機）を取得し、オペレーティング・リース事業を行うところ、当初委託者兼
受益者たる当社は、当該特定金外信託契約に係る信託受益権を投資家に譲渡するもので
あり、当社は、この法的実態に鑑み、未販売の当該信託受益権相当額を「金銭の信託
（組成用航空機）」に計上しております。当該受益権を投資家に譲渡した場合には、
「金銭の信託（組成用航空機）」を減額し、対応する手数料を売上高に計上しておりま
す。
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⑴　有形固定資産の減価償却累計額 673百万円

短期金銭債権 2,350百万円
長期金銭債権 4,041百万円
短期金銭債務 24,634百万円

③　組成用不動産の会計処理
当社は、不動産小口化商品を組成し、投資家に販売する目的で取得した不動産(不動

産信託受益権を含む。）を「組成用不動産」として計上しております。投資家に当該不
動産にかかる信託受益権を譲渡した際に「組成用不動産」を減額するとともに、不動産
信託受益権の売買価額相当額を売上高に計上しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」( 企業会計基準第27号 2022年10月
28日。以下「2022年改正会計基準」という。) 等を当事業年度の期首から適用しておりま
す。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による当事業年
度の計算書類への影響はありません。

3．貸借対照表に関する注記

⑵　担保提供資産及び担保付債務
　関係会社株式7百万円は、関係会社の銀行借入金又はリース債務の物上保証に供してお
ります。
　なお、「敷金及び保証金」のうち90百万円を、国内不動産ファンド事業を行うため、宅
地建物取引業法に基づき、法務局に供託しております。
　また、「有価証券」のうち302百万円は、海外不動産ファンド事業において、投資ビー
クルとして利用している任意組合の出資先であるリミテッドパートナーシップのノンリコ
ースローンの保証人として、指定された金融機関に預託しております。

⑶　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分掲記されたものを除く）
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コミットメントライン及
び当座貸越極度額の総額 148,600百万円

借入実行残高 17,254百万円
差引額 131,346百万円

コミットメントライン総額 ４百万米ドル
貸出実行残高  －百万米ドル
差引額 ４百万米ドル

売上高 26,991百万円
売上原価 413百万円

営業取引以外の取引による取引高 1,673百万円

⑷　コミットメントライン契約等
(借手側)
　当社は、主にリースファンド事業、国内不動産ファンド事業及び海外不動産ファンド事
業における案件組成資金を効率的に調達するため、金融機関と、コミットメントライン契
約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実
行残高等は以下のとおりであります。

　上記のコミットメントライン契約及び当座貸越契約には、財務制限条項が付されている
ものがあります。
　財務制限条項の詳細は、連結注記表「３．連結貸借対照表に関する注記　(3)コミット
メントライン契約等」及び同注記「(4)財務制限条項」をご参照ください。

(貸手側)
　当社は、海外不動産ファンド事業において投資ビークルとして利用している任意組合と
の間で、貸出コミットメントライン契約を締結しております。当事業年度末における貸出
コミットメントライン契約に係る貸出未実行残高等は次のとおりであります。

(5)　財務制限条項
　連結注記表「３．連結貸借対照表に関する注記　(4)財務制限条項」をご参照ください。

4．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
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株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普 通 株 式 862,189株 825,442株 1,617,350株 70,281株

繰延税金資産
未払事業税等 153百万円
売上高加算額 973百万円
賞与引当金 136百万円
資産除去債務 43百万円
関係会社株式評価損 449百万円
営業投資有価証券評価損 122百万円
貸倒引当金 486百万円
その他 219百万円

繰延税金資産小計 2,583百万円
評価性引当額 △77百万円
繰延税金資産合計 2,505百万円

繰延税金負債
売上原価認容額 △31百万円
その他 △39百万円

繰延税金負債合計 △71百万円

繰延税金資産の純額 2,434百万円

5．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）増加株式数825,442株は、市場買付によるものが825,400株、単元未満株式の買取に
よるものが42株であります。減少株式数1,617,350株は、自己株式の消却によるもの
が1,600,000株、譲渡制限付き株式報酬としての自己株式の処分によるものが17,350
株であります。

6．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表②関連当事者との取引に関する注記以降

種類 会社等の名称又
は氏名 所在地

資本金又は
出資金

（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有

（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

子会社 ㈱FPG証券 東京都
千代田区 12,699 証券事業

（所有）
直接

100.0

業務受託
役員の兼任
資金の借入

資金の借入
資金の返済
利息の支払

(注3①)

94,500
76,900

228
短期借入金 24,600

未払費用 28

子会社 ㈱オンリーユー
エア

東京都
千代田区 25 航空事業

（所有）
直接

100.0

業務受託
役員の兼任
資金の貸付

資金の貸付
利息の受取

(注3①)

900
26

長期貸付金
(注3②) 3,541

未収収益 5

子会社 (同)Ｆｂｉｔ
第１号

東京都
千代田区 1 （注1）

（所有）
直接

100.0
信託受益権の

譲渡

信託受益権の
譲渡

信託受益権の
譲渡益

（注3③）

2,146

130 － －

子会社 子会社124社
（注2）

東京都
千代田区 － （注2）

（所有）
直接

100.0
業務受託

業務受託
手数料
(注3④)
(注3⑥)

26,336
未収入金
(注3⑤) 2,249
契約負債
(注3⑥) 7,217

⑴　１株当たり純資産額 694円64銭
⑵　１株当たり当期純利益 217円95銭

7．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（注）1.  リースファンド事業において、受益証券発行信託による受益証券を取り扱っております。
2．子会社はリースファンド事業において、航空機、船舶又は海上輸送用コンテナを対象とした

オペレーティング・リース事業の営業を行っている会社、海外不動産ファンド事業におい
て、海外不動産の集団投資事業案件で投資ビークルとして利用している会社であります。

3．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 貸付の利率については、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。
② 長期貸付金は、投資その他の資産「その他」に含まれております。また、長期貸付金に対

して、1,295百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
③ 信託受益権の譲渡価額は、市場価格等を勘案し、決定しております。
④ 業務受託に係る価格その他の取引条件は、当社が、リースの組成に際して、オペレーティ

ング・リース事業の賃借人、金融機関等と交渉して決定した手数料やその他の市場実勢
を参考にした希望価額を子会社に提示し、価格交渉の上で、決定しております。

⑤ 未収入金は、主に当社が子会社から業務受託手数料を受領するときに係る消費税等で子会
社が還付を受けるまで一時猶予しているものであります。未収入金は流動資産「その
他」に含まれております。

⑥ 子会社124社のうち、海外不動産ファンド事業において海外不動産の集団投資事業案件で
投資ビークルとして利用している会社との取引金額は、関連当事者に該当する期間の取
引のみ取引金額に含めております。また、期末残高については、関連当事者に該当しな
くなった場合には、その該当しなくなった時点の残高を期末残高に含めております。

８．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、連結注記表「６．
収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記
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